
 

 

２０１５年度（平成２７年度）三六協定について 

 

 信越地方本部は本日（２月２７日）「２０１５年度（平成２７年度）三六協定」につ

いて日本郵便信越支社、ゆうちょ銀行信越エリア本部並びにかんぽ生命信越エリア本

部から別紙支社資料により説明を受け、以下の経過を以って整理をはかりました。 

 

 本日発出された中央総合情報１６０号の概要は、 

 

三六締結については、これまで本部・本社間で意思疎通を行い、締結期間および締結時

期、締結する内容などのほか、「目安時間」を整理して周知してきました。 

 しかし、昨今の労働力市場の逼迫等により、一部地域においては必要労働力の確保に苦

慮する事業場があるなど長時間労働が顕著となり、これまでと同様に、本部・本社間で全

国一律に「目安時間」を整理することよりも、地方本部・支社（エリア本部）間で、中央

段階での意思疎通の内容をふまえつつ、受持ちエリア内の繁忙要素や要員事情等を考慮し

て、総労働時間の縮減をめざす方向で整理することが望ましいと判断し、各本社と整理し

ました。 

  したがって、「目安時間」以外の必要事項について、本部・本社間で整理したことから、

地方本部・支社（エリア本部）間において、「目安時間」を整理していただき、支部指導等

をお願いします。 

 

  

という趣旨です。地本・支社（エリア本部）間において、「目安時間」を整理、支部指

導を行うこととなり、この間、支社と非公式対応を行ってきました。 

 当初、支社３社はともに、２０１４年度と同様の「目安時間」を示してきましたが、

地本では大きく３点主張しました。 

 

 １ 一般協定は平成２６年度と同様の年間時間数は３６０Ｈ、特別条項４８０Ｈとしてい

るが、その根拠を示すべき。 

 ２ 春闘要求である「総実労働時間短縮」や社会の潮流である「ワーク・ライフ・バラン 

ス」の観点からも年間時間数の削減を主張する。 

 ３ 労働時間縮減に向け、「要員確保と定着に向けた取り組み」、「業務分担の見直しや平 
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  準化」など、支社として具体的方向性を示すべき、というものです。 

１～３の交渉内容は割愛しますが、改めて、支社との意見交換を行った結果、超勤の 

現状や特別条項の事由を踏まえ、別紙のように整理しましたのでご了知願います。 

年間時間数の対比は以下の通りです。（赤字が削減箇所） 

その他、一般協定及び特別条項の「１日の時間数」、「２か月の時間数及び非番日労働回 

数、休日日数」については、２０１４年度と同様とします。 

 

【年間時間数】 

一般協定 特別条項  

２０１４年度 ２０１５年度 ２０１４年度 ２０１５年度 

日本郵便 ３６０Ｈ ３６０Ｈ ４８０Ｈ ４８０Ｈ 

ゆうちょ銀行 ３６０Ｈ ３５０Ｈ ４８０Ｈ ４６０Ｈ 

かんぽ生命 ３６０Ｈ ３５０Ｈ ４８０Ｈ ４８０Ｈ 

（エリア本部） ３６０Ｈ ３６０Ｈ ４８０Ｈ ４８０Ｈ 

 

 なお、「各社共通の整理ポイント」、「日本郵便の特別条項適用項目の整理ポイン 

ト」、「ゆうちょ銀行の特別条項適用項目の整理ポイント」、「かんぽ生命保険の特別

条項適用項目の整理ポイント」等については、本部情報を一読願います。 

 

締結スケジュールについては、３月２日（月）～３月中旬に支部窓口交渉、３月

中旬～３月２３日（月）（予定）の間で三六協定締結とします。従前と同様、複数の

会社が存在する支部は各社窓口において日程を調整の上、合同開催も「可」としま

す。 

 

 

 

【労使対応】   支部団体交渉 

 

 

 


